
　
『
福
祉
』
と
聞
い
て
、
ど
ん
な
こ

と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
『
車
椅
子
に
乗
っ
た
高
齢

者
』
『
そ
の
車
椅
子
を
押
す
福
祉
施

設
の
職
員
』
な
ど
、
支
援
の
『
受
け

手
』
と
『
支
え
手
』
の
姿
を
そ
れ
ぞ

れ
想
像
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
今
、
福
祉
を
取
り
巻
く

状
況
は
変
わ
り
始
め
て
い
ま
す
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
は
多
様

化
・
複
雑
化
し
、
こ
れ
ま
で
の
制
度

で
は
支
援
の
対
象
と
な
り
に
く
い

『
社
会
的
孤
立
』
、
多
種
多
様
な
支

援
を
必
要
と
す
る
世
帯
へ
の
対
応
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
す
べ
き
課
題

が
全
国
的
に
生
じ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
課
題
を
一
つ
ひ
と
つ

解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
専
門
的

な
知
識
が
あ
る
団
体
・
個
人
以
外
に

も
、
地
域
で
暮
ら
す
た
く
さ
ん
の
人

た
ち
の
力
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
『
受
け

手
』
、
提
供
す
る
『
支
え
手
』
と
い

う
こ
れ
ま
で
の
固
定
化
し
た
役
割
分

担
で
は
な
く
、
少
し
で
も
誰
か
を
支

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
『
受
け
手
』

も
誰
か
の
『
支
え
手
』
と
し
て
活
躍

し
、
い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
福
祉
』

の
一
つ
の
形
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
登
別
市
地
域
福
祉
計
画
』
は
、

住
民
一
人
一
人
の
暮
ら
し
と
生
き
が

い
を
、
地
域
と
と
も
に
創
る
『
地
域

共
生
社
会
』
を
目
指
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
で
策
定
し
た
取
り
組
み

は
、
子
ど
も
や
高
齢
の
方
、
障
が
い

の
あ
る
方
な
ど
が
、
互
い
に
関
心
を

持
ち
、
安
心
し
て
身
近
な
方
と
日
々

触
れ
合
う
中
で
自
然
に
会
話
が
生
ま

れ
、
小
さ
な
喜
び
が
連
続
す
る
、
そ

の
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
念

頭
に
置
い
て
進
め
て
行
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
福
祉
関
係

者
を
は
じ
め
多
く
の
市
民
が
共
に
参

画
し
、
互
い
に
支
え
合
い
、
高
め
合

い
、
協
働
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

取
り
組
み
を
推
進
し
、
福
祉
の
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
。

　
近
年
、
地
域
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
が
多
様
化
・
複
雑
化
し
た
こ

と
で
、
単
独
の
機
関
や
地
域
で
対
応

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
課
題
の
解
決
に
は
、
関
係
機
関
や

地
域
な
ど
が
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

強
み
を
生
か
し
た
支
援
を
行
う
こ
と

が
必
要
と
な
る
た
め
、
市
は
、
こ
れ

ま
で
も
登
別
市
社
会
福
祉
協
議
会
や

町
内
会
な
ど
の
団
体
や
市
民
と
、
地

域
の
見
守
り
な
ど
幅
広
い
福
祉
活
動

を
一
緒
に
行
う
な
ど
、
連
携
し
た
取

り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
市
の
福
祉
施
策
の
土
台
と
な
る

『
登
別
市
地
域
福
祉
計
画
』
は
、
登

別
市
社
会
福
祉
協
議
会
が
策
定
す
る

『
登
別
市
地
域
福
祉
実
践
計
画
「
き

ず
な
」
』
と
の
連
動
を
意
識
し
て
策

定
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
策
定
し
た
『
第
３
期
登
別
市

地
域
福
祉
計
画
』
は
、
策
定
の
準
備

段
階
か
ら
複
数
回
に
わ
た
っ
て
登
別

市
社
会
福
祉
協
議
会
と
話
し
合
い
の

場
を
設
け
、
お
互
い
の
計
画
の
目
標

や
事
業
の
関
連
付
け
を
行
い
、
方
向

性
の
統
一
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
『
第
３
期
登
別
市
地

域
福
祉
計
画
』
で
は
、
計
画
の
期
間

を
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
『
登
別
市
地

域
福
祉
実
践
計
画
「
き
ず
な
」
』
と

一
致
さ
せ
た
ほ
か
、
基
本
目
標
ご

と
に
『
登
別
市
地
域
福
祉
実
践
計

画
「
き
ず
な
」
』
の
関
連
事
業
な
ど

を
記
載
す
る
と
い
う
初
の
試
み
を
行

い
ま
し
た
。

　
市
は
、
連
携
し
た
取
り
組
み
が
広

く
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
地
域
課
題
の

解
消
が
進
み
、
よ
り
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
の
姿
に
近
づ
く
と
い
う
考
え
の

下
、
今
後
も
『
登
別
市
地
域
福
祉
実

践
計
画
「
き
ず
な
」
』
と
の
連
携
を

さ
ら
に
強
化
し
、
登
別
市
社
会
福
祉

協
議
会
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団

体
や
市
民
と
共
に
地
域
福
祉
の
推
進

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ
～『第３期登別市地域福祉計画』を策定しました～

　
令
和
４
年
３
月
、
市
は
『
第
３
期
登
別
市
地

域
福
祉
計
画
』
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
25
年
３
月
に
『
第
１
期
登
別
市
地
域
福

祉
計
画
』
を
策
定
し
て
以
降
、
市
は
『
登
別
市

ぬ
く
も
り
あ
る
福
祉
基
本
条
例
』
に
定
め
る
基

本
理
念
に
基
づ
き
、
地
域
全
体
で
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指

し
て
き
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
福
祉
施
策
を
よ
り
充
実

さ
せ
、『
地
域
共
生
社
会
』

の
実
現
に
向
け
た
取
り
組

み
を
推
進
す
る
た
め
に
策

定
し
た
『
第
３
期
登
別
市

地
域
福
祉
計
画
』
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

支え合い高め合う福祉のまちづくり
インタビュー

　『第３期登別市地域福祉計画』の策定には、福祉・教育・経済などさまざまな分野の
団体から推薦された市民などからなる『登別市福祉のまちづくり検討委員会』が行政
と共に内容の検討を行い、市民と行政が手を携えて作り上げたものとなっています。
　これからの地域福祉の担い手となる市民が計画策定に参画することで、登別市社
会福祉協議会が策定する『登別市地域福祉実践計画「きずな」』との連動をより強く
意識した内容となり、地域全体で地域福祉を推進する指針とすることができたと考え
ています。
　この度、私は、本委員会の会長と、登別市社会福祉協議会が策定する地域福祉実
践計画における『きずな推進委員会』の委員長を同時に拝命することとなりました。
　互いに連携する両計画の策定に携わることで、行政や市民、町内会、関係機関、事
業者などのそれぞれが、その役割を見つめ直すとともに、お互いがまちの将来を見据
えて意識を共有することの大切さを感じました。
　また、地域福祉そのものが、地域住民の主体的な参加を大前提としていることから、
その計画を皆で創り上げていくことによって、まちの地域福祉を推進していく気運の醸
成につながっていくものと改めて認識したところであります。
　計画は策定したところで終わりではありません。今後はこの計画が福祉のまちづくり
にどのように生かされていくのか、引き続き見守っていきたいと考えております。

会長　田渕　純勝さん

登別市福祉のまちづくり
検討委員会

た　ぶち　　　すみ かつ

計画はさまざまな視点から検討し、
策定しました
●登別市福祉のまちづくり検討委員会
　地域福祉そのものが地域住民の主体的な参加を大前
提としたものであるため、計画の策定には、『住民参加
による策定プロセス』を重要視しました。
　地域福祉推進の中心的な役割を担う地域住民や登別
市社会福祉協議会、町内会、民生委員児童委員協議会
をはじめとする福祉関係者、教育関係者、経済関係者
などによる総合的な体制である同委員会を設置し、地
域福祉の現状や課題について意見交換や議論を重ね、
計画の策定を進めました。

　市役所の部署の垣根を越えた連携体制を整備するた
め、関係部署から実務に基づく意見を聞き取ったほか、
各個別計画との整合性を図るため同委員会を設置し、
各種制度や各部局での取り組みの現状などについて意
見聴取や議論を行いました。

▲登別市福祉のまちづくり検討委員会の様子

●登別市地域福祉計画庁内検討委員会

『
地
域
共
生
社
会
』を

目
指
し
て

誰
も
が
誰
か
の
支
え
手
に

な
れ
る『
福
祉
』

第
３
期
計
画
は『
き
ず
な
計
画
』

と
連
動
し
て
い
ま
す

第３期登別市地域福祉計画の位置づけ
　この計画は、社会福祉法第 107 条に基づく『地域福祉計画』です。
『登別市総合計画』を上位計画とし、『登別市まちづくり基本条例』
の理念に基づく保健福祉分野の施策を総合的・計画的に推進する
ための基本計画として、各分野の個別計画に共通する理念を相互
に関連付けるものです。

条例の基本理念・基本目標に基づく個別計画

登
別
市
地
域
福
祉
実
践
計
画「
き
ず
な
」

（
社
協
策
定
）

連
携

登
別
市
再
犯
防
止
推
進
計
画

包
含

第３期登別市地域福祉計画
登別市ぬくもりある福祉基本条例

登別市総合計画（基本構想）
登別市まちづくり基本条例

●高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
●障がい者支援計画
●健康増進計画
●子ども・子育て支援事業計画
●男女共同参画基本計画
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で
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ょ
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か
。
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車
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齢
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押
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福
祉
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ど
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受
け
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想
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。

　
し
か
し
、
今
、
福
祉
を
取
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。
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に
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す
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可
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。
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受
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す
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取
り
組
み

は
、
子
ど
も
や
高
齢
の
方
、
障
が
い

の
あ
る
方
な
ど
が
、
互
い
に
関
心
を

持
ち
、
安
心
し
て
身
近
な
方
と
日
々

触
れ
合
う
中
で
自
然
に
会
話
が
生
ま

れ
、
小
さ
な
喜
び
が
連
続
す
る
、
そ

の
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
念

頭
に
置
い
て
進
め
て
行
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
福
祉
関
係

者
を
は
じ
め
多
く
の
市
民
が
共
に
参

画
し
、
互
い
に
支
え
合
い
、
高
め
合

い
、
協
働
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

取
り
組
み
を
推
進
し
、
福
祉
の
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
。

　
近
年
、
地
域
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
が
多
様
化
・
複
雑
化
し
た
こ

と
で
、
単
独
の
機
関
や
地
域
で
対
応

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
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携
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。
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。
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載
す
る
と
い
う
初
の
試
み
を
行

い
ま
し
た
。

　
市
は
、
連
携
し
た
取
り
組
み
が
広

く
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
地
域
課
題
の

解
消
が
進
み
、
よ
り
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
の
姿
に
近
づ
く
と
い
う
考
え
の

下
、
今
後
も
『
登
別
市
地
域
福
祉
実

践
計
画
「
き
ず
な
」
』
と
の
連
携
を

さ
ら
に
強
化
し
、
登
別
市
社
会
福
祉

協
議
会
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団

体
や
市
民
と
共
に
地
域
福
祉
の
推
進

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

2誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ3 誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ
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問い合わせ　社会福祉グループ（☎85１９１１）

誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ
～『第３期登別市地域福祉計画』を策定しました～

　
令
和
４
年
３
月
、
市
は
『
第
３
期
登
別
市
地

域
福
祉
計
画
』
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
25
年
３
月
に
『
第
１
期
登
別
市
地
域
福

祉
計
画
』
を
策
定
し
て
以
降
、
市
は
『
登
別
市

ぬ
く
も
り
あ
る
福
祉
基
本
条
例
』
に
定
め
る
基

本
理
念
に
基
づ
き
、
地
域
全
体
で
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指

し
て
き
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
福
祉
施
策
を
よ
り
充
実

さ
せ
、『
地
域
共
生
社
会
』

の
実
現
に
向
け
た
取
り
組

み
を
推
進
す
る
た
め
に
策

定
し
た
『
第
３
期
登
別
市

地
域
福
祉
計
画
』
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

支え合い高め合う福祉のまちづくり
インタビュー

　『第３期登別市地域福祉計画』の策定には、福祉・教育・経済などさまざまな分野の
団体から推薦された市民などからなる『登別市福祉のまちづくり検討委員会』が行政
と共に内容の検討を行い、市民と行政が手を携えて作り上げたものとなっています。
　これからの地域福祉の担い手となる市民が計画策定に参画することで、登別市社
会福祉協議会が策定する『登別市地域福祉実践計画「きずな」』との連動をより強く
意識した内容となり、地域全体で地域福祉を推進する指針とすることができたと考え
ています。
　この度、私は、本委員会の会長と、登別市社会福祉協議会が策定する地域福祉実
践計画における『きずな推進委員会』の委員長を同時に拝命することとなりました。
　互いに連携する両計画の策定に携わることで、行政や市民、町内会、関係機関、事
業者などのそれぞれが、その役割を見つめ直すとともに、お互いがまちの将来を見据
えて意識を共有することの大切さを感じました。
　また、地域福祉そのものが、地域住民の主体的な参加を大前提としていることから、
その計画を皆で創り上げていくことによって、まちの地域福祉を推進していく気運の醸
成につながっていくものと改めて認識したところであります。
　計画は策定したところで終わりではありません。今後はこの計画が福祉のまちづくり
にどのように生かされていくのか、引き続き見守っていきたいと考えております。

会長　田渕　純勝さん

登別市福祉のまちづくり
検討委員会

た　ぶち　　　すみ かつ

計画はさまざまな視点から検討し、
策定しました
●登別市福祉のまちづくり検討委員会
　地域福祉そのものが地域住民の主体的な参加を大前
提としたものであるため、計画の策定には、『住民参加
による策定プロセス』を重要視しました。
　地域福祉推進の中心的な役割を担う地域住民や登別
市社会福祉協議会、町内会、民生委員児童委員協議会
をはじめとする福祉関係者、教育関係者、経済関係者
などによる総合的な体制である同委員会を設置し、地
域福祉の現状や課題について意見交換や議論を重ね、
計画の策定を進めました。

　市役所の部署の垣根を越えた連携体制を整備するた
め、関係部署から実務に基づく意見を聞き取ったほか、
各個別計画との整合性を図るため同委員会を設置し、
各種制度や各部局での取り組みの現状などについて意
見聴取や議論を行いました。

▲登別市福祉のまちづくり検討委員会の様子

●登別市地域福祉計画庁内検討委員会

『
地
域
共
生
社
会
』を

目
指
し
て

誰
も
が
誰
か
の
支
え
手
に

な
れ
る『
福
祉
』

第
３
期
計
画
は『
き
ず
な
計
画
』

と
連
動
し
て
い
ま
す

第３期登別市地域福祉計画の位置づけ
　この計画は、社会福祉法第 107 条に基づく『地域福祉計画』です。
『登別市総合計画』を上位計画とし、『登別市まちづくり基本条例』
の理念に基づく保健福祉分野の施策を総合的・計画的に推進する
ための基本計画として、各分野の個別計画に共通する理念を相互
に関連付けるものです。

条例の基本理念・基本目標に基づく個別計画

登
別
市
地
域
福
祉
実
践
計
画「
き
ず
な
」

（
社
協
策
定
）

連
携

登
別
市
再
犯
防
止
推
進
計
画

包
含

第３期登別市地域福祉計画
登別市ぬくもりある福祉基本条例

登別市総合計画（基本構想）
登別市まちづくり基本条例

●高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
●障がい者支援計画
●健康増進計画
●子ども・子育て支援事業計画
●男女共同参画基本計画
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い
ろ
い
ろ
な
困
難
を
抱
え
て
い
る

人
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
人
の
尊

厳
を
認
め
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
て
、
困
っ
た
時
に
支
え

合
う
『
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
』

や
互
い
を
認
め
て
支
え
合
う
『
共
に

生
き
る
社
会
づ
く
り
』
を
進
め
、
誰

も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
地
域
の
中
に
は
、
年
齢
や
環
境
な

ど
に
よ
っ
て
体
が
自
由
に
動
か
な
い
、

子
ど
も
の
面
倒
を
見
て
も
ら
う
方
が

見
つ
か
ら
な
い
、
人
と
つ
な
が
る
機

会
が
身
近
に
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
困
り
ご
と
を
抱
え
て
生
活
し
て
い

る
人
が
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
困
っ
て
い
る
人
同
士
が
補

い
合
う
こ
と
で
、
困
り
ご
と
を
解
決

し
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
登

別
市
地
域
福
祉
計
画
』
は
、
そ
ん
な

人
と
人
と
の
『
温
も
り
』
を
大
切
に

し
て
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　
『
福
祉
』
の
取
り
組
み
に
は
、
市

や
関
係
機
関
、
社
会
福
祉
協
議
会
な

ど
の
福
祉
関
係
団
体
以
外
に
も
た
く

さ
ん
の
人
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
暮
ら
す
登
別
市
で
は
、

町
内
会
な
ど
が
地
域
の
高
齢
者
な
ど

4誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ5 誰もが主役になれる福祉のまちづくりへ
 

2022.５月号2022.５月号

の
見
守
り
を
行
っ
た
り
、
地
域
の
民

生
委
員
・
児
童
委
員
が
多
く
の
方
の

相
談
・
援
助
活
動
を
行
っ
た
り
す
る

な
ど
、
市
民
に
よ
る
福
祉
活
動
が
幅

広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
福
祉
』
の
取
り
組
み
は
、
決
し

て
特
別
な
活
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
で
き

る
範
囲
で
そ
っ
と
手
を
さ
し
の
べ
た

り
、
支
え
て
も
ら
っ
た
ら
小
さ
な
こ

と
で
も
「
あ
り
が
と
う
」
と
声
に
出

し
た
り
す
る
な
ど
、
そ
ん
な
当
た
り

前
の
こ
と
が
、
ま
ち
の
福
祉
を
進
め

る
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
策
定
し
た
計
画
を
ぜ
ひ
ご
覧
い
た

だ
き
、
ご
自
身
の
い
き
い
き
と
し
た

暮
ら
し
の
た
め
、
ま
た
誰
も
が
住
み

慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

　『第３期登別市地域福祉計画』
は、市公式ウェブサイトに掲載し
ているほか、市役所１階市民コー
ナーや各支所、市
民会館などの公共
施設に備え付けて
います。

７つの基 本 目 標と代表的な取り組み

（福祉推進体制の整備に関すること）
共に支え合うまちづくり

（高齢者福祉に関すること）

のびやかな人生が息づく
まちづくり （健康推進に関すること）

健康を守り育てるまちづくり
（障がい者・障がい児福祉に関すること）
やさしさに満ちたまちづくり

（子育てに関すること）

安心して子どもを生み、
健やかに育つまちづくり （男女共同参画に関すること）

男女が共に参画する
まちづくり （困窮者支援、防災、防犯、再犯防止に関すること）安全で安心して暮らせるまちづくり7

あ
な
た
も一緒
に『
福
祉
』に

取
り
組
み
ま
せ
ん
か

　『登別市地域福祉計画』の基本理念を体現していくため、計画の中では、次の７つの
基本目標を掲げ、その基本目標を達成するための取り組みを設定しています。

●福祉教育の充実に努め、地域福祉の重要性につ
いて普及啓発を図ります。

●各分野を横断した多
機関の協働による重
層的なセーフティー
ネットの構築を目指
します。

●市民と関係機関の連
携による支え合いや、
地域における公益的
な取り組みの促進に
努めます。

●母子保健の充実を図るとともに、子育てに関す
る情報提供や相談を行います。

●子どもの居場所づくり
や交流の機会の提供に
より、子どもの社会性
や自主性が育つ環境を
つくります。

●地域全体で子どもを見
守る機能を充実させ、
虐待の防止などの子ど
もの権利擁護、少年非
行防止に努めます。

●高齢者が活動する場の提供やフレイル予防など、
高齢者の地域・社会活動を推進する環境づくり
に取り組みます。

●『地域包括ケアシステム』推進などに向けた取
り組みを進めます。

●介護人材の育成
や市と介護保険
事業者との連携
により、利用者
に対応した質の
高いサービスの
充実を図ります。

●男女共同参画に関する理解と認識を深めるため
の情報収集・提供や啓発活動に努めます。

●地域活動や社会活動への男女の積極的な参加を
促進するため、意識づくりや環境整備に努めま
す。

●経済的に困窮している人の情報把握
に努め、生活扶助や自立相談支援な
どを実施します。

●地域住民や職員の防災意識の浸透や
災害時の行動対応の向上を図ります。

●町内会等や関係機関と連携し、防犯
上の問題がありそうな場所を把握・
改善し、安全な生活環境の整備に努
めます。

●保護司や法務省関係機関などと連携
し、青少年の犯罪や非行の未然防止、
立ち直り支援などを図ります。

●こころと身体の健康づくりに関する知識の普及
を図り、市民の主体的な健康づくりへの意識を
醸成します。

●各種がん検診や健康診査などを実施し、市民の
主体的な健康づくりへの意識の向上を図ります。

●市民の安全・安
心を確保するた
め、地域医療の
充実に努めます。

●広報紙、各種講習
会、福祉教育など
あらゆる機会を通
じて、ハートバリ
アフリーなどの普
及啓発を行います。

●相談支援事業所に
おける相談支援体
制の充実を図って
いきます。

●スポーツ、レクリエーションや文化活動を行う
関係団体の支援や参加機会の拡充に努めます。
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健康を守り育てるまちづくり
（障がい者・障がい児福祉に関すること）
やさしさに満ちたまちづくり

（子育てに関すること）

安心して子どもを生み、
健やかに育つまちづくり （男女共同参画に関すること）

男女が共に参画する
まちづくり （困窮者支援、防災、防犯、再犯防止に関すること）安全で安心して暮らせるまちづくり7
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　『登別市地域福祉計画』の基本理念を体現していくため、計画の中では、次の７つの
基本目標を掲げ、その基本目標を達成するための取り組みを設定しています。

●福祉教育の充実に努め、地域福祉の重要性につ
いて普及啓発を図ります。

●各分野を横断した多
機関の協働による重
層的なセーフティー
ネットの構築を目指
します。

●市民と関係機関の連
携による支え合いや、
地域における公益的
な取り組みの促進に
努めます。

●母子保健の充実を図るとともに、子育てに関す
る情報提供や相談を行います。

●子どもの居場所づくり
や交流の機会の提供に
より、子どもの社会性
や自主性が育つ環境を
つくります。

●地域全体で子どもを見
守る機能を充実させ、
虐待の防止などの子ど
もの権利擁護、少年非
行防止に努めます。

●高齢者が活動する場の提供やフレイル予防など、
高齢者の地域・社会活動を推進する環境づくり
に取り組みます。

●『地域包括ケアシステム』推進などに向けた取
り組みを進めます。

●介護人材の育成
や市と介護保険
事業者との連携
により、利用者
に対応した質の
高いサービスの
充実を図ります。

●男女共同参画に関する理解と認識を深めるため
の情報収集・提供や啓発活動に努めます。

●地域活動や社会活動への男女の積極的な参加を
促進するため、意識づくりや環境整備に努めま
す。

●経済的に困窮している人の情報把握
に努め、生活扶助や自立相談支援な
どを実施します。

●地域住民や職員の防災意識の浸透や
災害時の行動対応の向上を図ります。

●町内会等や関係機関と連携し、防犯
上の問題がありそうな場所を把握・
改善し、安全な生活環境の整備に努
めます。

●保護司や法務省関係機関などと連携
し、青少年の犯罪や非行の未然防止、
立ち直り支援などを図ります。

●こころと身体の健康づくりに関する知識の普及
を図り、市民の主体的な健康づくりへの意識を
醸成します。

●各種がん検診や健康診査などを実施し、市民の
主体的な健康づくりへの意識の向上を図ります。

●市民の安全・安
心を確保するた
め、地域医療の
充実に努めます。

●広報紙、各種講習
会、福祉教育など
あらゆる機会を通
じて、ハートバリ
アフリーなどの普
及啓発を行います。

●相談支援事業所に
おける相談支援体
制の充実を図って
いきます。

●スポーツ、レクリエーションや文化活動を行う
関係団体の支援や参加機会の拡充に努めます。


